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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 360,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。
単元株式数は100株であります。

　（注）１　平成25年７月10日（水）開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成25年７月10日（水）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式2,400,000株の一般募

集（以下「一般募集」という。）を予定しておりますが、その需要状況を勘案し、360,000株を上限として、一般募集

の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるアイビーピー株式会社（以下「貸株人」とい

う。）より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによ

る売出し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況によ

り減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者

割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。オーバーアロットメントによる売出しが行われる場

合は、当社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上

限株式数」という。）を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」とい

う。）を、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日

（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）を行使期限として付与します。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し

の申込期間終了日の翌日からグリーンシューオプションの行使期限までの間（以下「シンジケートカバー取引期

間」という。）、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジ

ケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借

入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断

で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を

終了させる場合があります。

また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株

式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式

の返還に充当する場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引

により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場

合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割

当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ

ず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ

れない場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーア

ロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場

合の売出数については、平成25年７月22日（月）から平成25年７月25日（木）までの間のいずれかの日（以下「発

行価格等決定日」という。）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ

日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株

式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全

く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 360,000株 441,445,400 220,722,700

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 360,000株 441,445,400 220,722,700

　（注）１　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連してＳＭ

ＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以

下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当株数 360,000株

払込金額 441,445,400円

割当予定先の
内容

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の役職氏名 取締役社長　　久保　哲也

資本の額 100億円

事業の内容 金融商品取引業等

大株主 株式会社三井住友銀行　100％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当予
定先の株式の数
（平成25年６月28日現在）

―

割当予定先が保有している
当社の株式の数
（平成25年６月28日現在）

993株

取引関係 一般募集の主幹事会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場

合があります。

３　発行価額の総額は、払込金額の総額であります。

４　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま

す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額としま

す。

５　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成25年６月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
資本組入額
（円）

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
(注)１

未定
(注)１

100株
平成25年８月30日(金)

(注)２
該当事項は
ありません

平成25年９月２日(月)
(注)２

　（注）１　発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそ

れぞれ同一の金額とします。

２　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予

定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、一般募集における申込期間の繰り上がりに応じて繰り

上げることがあります。申込期間が最も繰り上がった場合は「平成25年８月27日（火）」となり、払込期日が最も

繰り上がった場合は「平成25年８月28日（水）」となりますのでご注意ください。

３　全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

４　上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

５　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格

を払込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

新田ゼラチン株式会社 大阪府八尾市二俣二丁目22番地

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　大阪中央支店 大阪市中央区高麗橋一丁目８番13号

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　瓦町支店 大阪市中央区瓦町二丁目１番１号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

441,445,400 2,197,000 439,248,400

　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場

合、上記金額は、変更されることとなります。

３　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成25年６月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額上限439,248,400円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）につ

いては、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額2,922,631,000円と合わせ

て、手取概算額合計上限3,361,879,400円について、1,402,000,000円を平成25年４月から平成27年３月までの間に当

社大阪工場の設備投資資金（ゼラチン生産設備に552,000,000円、接着剤事務所及び実験室新設等に850,000,000円）

に充当し、1,797,753,000円を平成27年３月までに当社連結子会社への投融資資金に充当し、残額が生じた場合は平成

26年３月までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

　投融資先の資金使途については、1,347,753,000円を平成26年３月までにニッタゼラチンユーエスエーInc.のコラー

ゲンペプチド生産設備に、450,000,000円を平成27年３月までにニッタケーシングズInc.のコラーゲンケーシング生

産設備に充当する予定であります。

　手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

　なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類」に掲げた有価証券報告書に記載された重要な設備の新設の計画につ

いては、本有価証券届出書提出日（平成25年７月10日）現在（ただし、投資予定金額における既支払額は、平成25年５

月31日現在）、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び
完了予定年月

完成後の
増加能力

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

当社
大阪工場

大阪府
八尾市

コラーゲン素
材事業

ゼラチン生産
設備

552,000 ― 増資資金
平成25年
４月

平成27年
３月

生産維持及び
品質向上

フォーミュラ
ソリューショ
ン事業

接着剤事務
所、実験室新
設及び生産設
備更新

850,000 ― 増資資金
平成25年
８月

平成27年
３月

―

ニッタゼラチ
ンユーエス
エーInc.
ノースカロラ
イナ工場

米国ノース
カロライナ
州

コラーゲン素
材事業

コラーゲンペ
プチド生産設
備

1,540,000192,247
増資資金、
自己資金及
び借入金

平成24年
９月

平成26年
３月

生産量
1,000ｔ／年

ニッタケーシ
ングズInc.
ニュージャー
ジー工場

米国ニュー
ジャージー
州

コラーゲン素
材事業

コラーゲン
ケーシング生
産設備

470,00020,000増資資金
平成25年
４月

平成27年
３月

生産性及び品
質向上

　（注）　金額には消費税等は含まれておりません。

 

第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してく

ださい。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度第74期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）　平成25年６月26日近畿財務局長に提出

 

２【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年７月10日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年６月28日に近畿財務局

長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
 

　上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成25年７月10日）までの間

において変更及び追加すべき事項が生じておりません。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告書等に記載された内容

を一括して記載したものであります。

　また、有価証券報告書等には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書提出日（平

成25年７月10日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要で

あると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グルー

プは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本書提出日現在において当社グループが判断したも

のです。

(1）製品開発について

　当社グループは、市場変化と顧客ニーズにマッチした製品、サービスをいち早くお届けすることをモットーとし、研究開

発、設備投資を積極的に進めておりますが、必ずしも新製品開発が成功するとは限らず、また、新製品開発が成功した段階

で、顧客ニーズにマッチせず受け入れられない可能性があります。

　また、医療用途製品につきましては、当社グループ製品を使用した顧客の製品開発、上市には長期間必要であり、当該期間

における市場環境変化、顧客の業績変動、規制当局承認申請の長期化などにより、顧客製品開発の中止ないしは開発期間の

大幅な長期化などの可能性があります。

　これらの結果、当社グループの研究開発及び設備投資費用の回収が、遅延もしくは不可能となった場合には、当社グルー

プの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。
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(2）海外市場について

　当社グループでは、昭和54年７月に米国にて販売子会社を設立以来、海外市場での販売拡大を積極的に進めており、平成

25年３月期における海外市場での売上高は、当社グループ売上高の33.6％を占めるに至っております。これまで事業展開

の主要地域であった北米市場では、同業他社品と当社グループ製品の間に競合が生じ、当社グループの販売拡大に影響が

生じる可能性があります。

　また、今後注力する中国、インド、東南アジア市場においては、北米市場以上に同業他社品と当社グループ製品の間に競合

が生じ、当社グループの販売拡大に影響が生じる可能性があります。

　当社グループでは、コストダウン、品質向上、特徴ある新製品開発、最適地生産などの競争力強化に努めておりますが、こ

れらの対応が効果を発揮しない場合には、販売拡大が停滞し、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能

性があります。

 

(3）為替変動について

　当社から海外顧客に対して直接又は子会社経由で販売を行う場合には、米ドル建で輸出しております。仕入についても、

当社は、牛骨、オセイン等のゼラチン原料は主に米ドル建で、また豚皮ゼラチンをカナダドル建で海外から輸入しておりま

す。そのため、当社は、米ドル建輸出、米ドル建及びカナダドル建輸入の各々に関して、為替予約を金融機関と締結すること

により、為替変動リスクをヘッジしております。これらにより、当社は営業取引に係る為替変動リスクを低減させておりま

すが、当社の想定を超える為替変動によって経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

　また、外貨建取引により生ずる収益・費用及び外貨建債権・債務の円貨換算額並びに外貨建で作成されている海外連結

対象会社の財務諸表の円貨換算額は、外国為替レートの変動を受け、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受け

る可能性があります。

 

(4）主要原料の価格変動について

　当社グループの製造原価に占める原料費の割合は55.6％（平成25年３月期）となっており、原料価格は様々な要因によ

り変動しております。コラーゲン素材事業の主要原料である牛骨や牛皮、豚皮、魚鱗等は全て畜産業や水産業の副産物であ

り、世界経済の景気変動による食肉消費量の増減や、各種動物疾病による食肉加工、流通の規制などによる需給バランスの

変動により価格変動の可能性があります。フォーミュラソリューション事業においては、食品材料部門の主要原料である

天然多糖類は産地の気候変動などの影響、接着剤の主原料である石油樹脂は、重油、ナフサの相場価格と需給バランスの変

動などの影響により、価格が変動する可能性があります。

　一方、これら主要原料の価格変動の、当社グループ製品販売価格への転嫁は容易ではありません。そのため、これらの原料

価格の変動により、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(5）動物疾病について

　当社グループが製造しているゼラチン、コラーゲンペプチド、コラーゲンケーシング、コラーゲンなど主要製品の原料は、

牛骨や牛皮、豚皮、魚鱗等の畜肉や魚肉生産に由来する動物性副産物であるため、動物疾病のリスクがあります。したがっ

て、動物疾病による汚染がない原料であることを確認の上調達すると共に、安全な原料確保のため、原料調達地域の多様化

を進めております。

　しかしながら、当社グループの原料調達地域において、動物疾病が広範囲に発生した場合には、食肉生産の停滞や停止に

よる原料骨・皮の産出量の減少もしくは停止、またこれに起因する原料調達地域の変更等により、安定的な原料調達に影

響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの製品販売においても、原料原産国や生産国での動物疾病の発生により、同地域の動物由来原料を使

用した製品又は同地域で生産した製品の輸入規制等が発動され、販売が停滞する可能性があります。

　これらの影響により、原料調達コストの増加、販売減少による減収、在庫の増加などの影響が考えられ、当社グループの経

営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。
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(6）法的規制について

　当社グループは事業活動を遂行するにあたり、食品衛生法、ＪＡＳ法、薬事法等の規制及び関係省庁の通達による規制を

日本で受けています。今後、これらの規制の改廃もしくは新たな法的規制が設けられた場合には、それらに対応するための

追加コスト等の発生又は事業活動範囲が制約される可能性があります。

　また、当社グループは事業展開する各国において、各種法規制の適用を受けており、これらの変更や遵守状況によって経

営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

　とりわけ環境関連におきまして、ゼラチンの生産は原料からゼラチンにいたるまで多量の水を必要としております。その

ため、当社グループの各工場では多量の水を給排水し、排水量、水質についてその国・地域の規制を受けております。各工

場では水のリサイクル、リユース及び工程革新により給排水の減量及び水質の維持に努めておりますが、国・地域の規制

が大きく変更された場合には、新たな対応のためのコストが発生する可能性があります。

　これらの影響により、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(7）宗教規制について

　当社グループのゼラチンは、食品、医薬用カプセルなどに幅広く使用される動物由来製品ですが、宗教上の戒律から、動物

種や製造法によっては、口にすることを禁忌とされる場合があります。具体的にはハラール（イスラム教）、コーシャ（ユ

ダヤ教）が代表的で、これらの信者は、豚由来製品を消費することが認められません。このような消費者向け製品を製造す

る顧客に、適正なゼラチンを販売するため、当社グループでは、各宗教のルールに従う動物種の原料を調達し、適正な製造

方法でゼラチンを製造しています。当社製品の適合性を証明するために、各宗教認定機関の査察による認証のもと、厳重な

原料及び製造管理を行っておりますが、管理上の不備により各宗教のルールを逸脱し、認証が取り消された場合には、販売

の機会を喪失し、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(8）自然災害、事故、テロ、戦争などの発生について

　当社グループの主要事業所及び主要外注先（日本　大阪府・滋賀県・栃木県、カナダ　オンタリオ州、米国　ノースカロラ

イナ州・ニュージャージー州、インド　ケララ州、中国　広東省、ベトナム　ロンアン省など）、主要原料調達地域（インド、

カナダ、米国、ニュージーランド、タイ、中国など）、主要販売地域（日本、北米、インド、中国、アジア各国など）において、

地震、風水害等の自然災害、事故、地元とのトラブル、地域的なテロ、戦争等が発生した場合には、原料調達や製品の製造・

販売に支障を来し、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

　なお、平成24年９月に中国で発生した広範囲な反日デモによる当社グループ事業への影響はありませんでした。

 

(9）製品品質について

　当社グループは、顧客に信頼されるべく品質第一に努め、顧客中心の製品開発を行い、国際的な品質管理システムに従っ

て製品を製造しております。特に、ゼラチンの原料から製品に至るまでのトレーサビリティーの確保には重点的に取り組

んでおり、安全な製品の販売に努めております。

　また、生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等にも加入しておりますが、当社グループの製品の欠陥により顧客に損害を与え

た場合、これらの保険の補償限度内で当社グループが負担すべき賠償額をカバーできる保証はありません。

　そのため、重大な品質上の問題が発生した場合には、損害賠償請求や当社グループへの信用失墜などにより、当社グルー

プの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(10）代替製品について

　医薬品、化粧品及び食品の一部で用いられる原材料では、動物性原材料から植物性原料へシフトする潮流があります。そ

の中でも、当社主力製品であるゼラチンの主要市場であるカプセル市場において、この潮流を受け、植物由来（でんぷんや

セルロースの誘導体）のカプセル製品が開発されており、一部の医薬品メーカーや健康食品メーカーがゼラチンカプセル

の代替品として採用を行っておりますが、植物性カプセルの普及は一部にとどまっていると判断しております。

　しかしながら、動物由来製品についての規制、消費者マインドの変化が発生した場合には植物性カプセルが急速に普及

し、ゼラチンカプセルの需要が減少し、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(11）金利変動について

　当社グループは設備投資資金を主に金融機関からの借入金で賄っており、平成25年３月期における総資産に対する有利

子負債依存度は、27.6％（リース債務含む）となっております。

　当社グループでは借入金等の有利子負債の圧縮に努めておりますが、今後、市場金利が上昇した場合には、当社グループ

の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(12）税制について
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　日本では、写真用以外のゼラチンを海外より輸入する場合、関税として17％が課せられておりますが、今後、関税の低減・

撤廃によって輸入品の販売価格が低下する可能性があります。南米産牛皮ゼラチン、インド産牛骨ゼラチンなどの輸入品

と、当社大阪工場で生産している牛骨ゼラチンの間に価格差が発生する可能性があり、その場合には、当社グループの経営

成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

　また、当社グループはグローバルな生産、販売活動を展開しており、グループ内でも材料、半製品等の相互供給を行ってい

ます。各事業法人におきましては、各国の税法に準拠して税額計算し、適正な形で納税を行っております。なお、適用される

各国の移転価格税制などの国際税務リスクについて細心の注意を払っておりますが、税務当局との見解の相違により、結

果として追加課税が発生する可能性があります。

 

(13）情報管理について

　当社グループは、購買、生産、販売、管理など各プロセスにおいて、リアルタイムで必要な情報が入手、分析ができるシステ

ムを構築しております。システムの安定運用とシステムに含まれる顧客などの営業情報、個人情報などの流出防止のため

のアクセス権管理は、特に厳重に管理しております。しかしながら、ソフトウェアの不具合、外部からの不正アクセス等に

より、情報システムの安定的運用が困難となった場合には、事業活動に支障をきたし、また、営業情報、顧客情報の流出が発

生した場合には、顧客からの損害賠償請求や当社グループへの信用失墜などにより、当社グループの経営成績及び財政状

態が影響を受ける可能性があります。

 

(14）知的財産権の侵害について

　当社グループが開発した独自技術等は、特許権等の取得により、知的財産権の保護を行っています。また、製品開発におい

て知的財産権を含む第三者が保有する権利を侵害しないように努めています。しかしながら、当社グループが第三者との

間で知的財産権等の帰属や侵害に関する主張や請求を受ける可能性は完全には否定できず、それに伴い当社グループが損

害賠償請求や差止請求を受けた場合、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

(15）紛争・係争について

　当社グループは、事業活動に当たっては、内部統制体制を強化し、法令遵守、社会道徳遵守を含めたコンプライアンスの強

化、各種リスクの低減に努めると共に、必要に応じて弁護士など専門家の助言などを受けております。

　しかしながら、事業活動に当たっては、法令などの違反の有無にかかわらず訴訟を提起される可能性があり、当社グルー

プの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

新田ゼラチン株式会社東京支店

（東京都中央区日本橋本町２丁目８番12号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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